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ＣＯＰ１６以降の流れ 
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• ２０１０年ＣＯＰ１６：「２℃目標」に合意 

工業化前に比べて、地球の平均気温の上昇を２℃未満
に抑えるという目標 

• ２０１１年ＣＯＰ１７でＡＤＰ設置（行動強化のための
ダーバン・プラットフォームに関する特別作業部会） 

• ２０１２年５月からＡＤＰ交渉開始 

• ２０１３年ＣＯＰ１９での重要決定 
− 事前協議型国別目標案（ＩＮＤＣｓ）の「提出時期」と「情報」 

• ２０１４年３月コンタクト・グループ設置 

• ２０１４年６月（今回の会合） 
– 自由協議型からコンタクト・グループでの交渉を開始 

• 交渉をより公式度の高いものへ、合意要素案作りへ 



ＡＤＰ交渉と２℃目標 

• ＡＤＰの２つの交渉テーマ（ワークストリーム） 
− ＷＳ１：すべての締約国が参加する、２０２０年から開始す
るとされる新しい法的枠組みに関する議論 
 ２０１５年までに合意することをめざす 

− ＷＳ２：２０２０年までの温室効果ガス排出削減レベルの
引き上げに関する議論 

• 長期目標「２℃」を達成するため、実効性を
確保し、排出削減量ギャップを解消する 

• ＩＰＣＣが提供する気候変動に関する最新の
科学的知見を交渉プロセスにインプットする 
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ギャップへの重大な懸念 
80億トン～120億トン（CO2換算） 
排出削減量が足りない！ 
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出典：UNEP, The Emissions Gap Report 2013より 



ＩＰＣＣ ＡＲ５からの警告 
 ４℃上昇へ？ 
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出典：環境省HP, IPCC第5次評価報告書第2作業部会報告書 
政策決定者向け要約 環境省速報訳（2014年5月23日版）より 



「２℃未満に抑制」＋「適応策」 
４℃上昇の場合と比較 

7 
出典：環境省HP, IPCC第5次評価報告書第2作業部会報告書 
政策決定者向け要約 環境省速報訳（2014年5月23日版）より 



２℃を超えるまで３０年足らず 
• CO2の累積排出量と平均気温の上昇は比例関係。 

• ２℃未満に抑えるための、累積排出量は約2兆9000
億トン。すでに約1兆9000億トンを排出し、残された
量は約1兆トン。現在の排出量は年350億トン。 

      29年で1兆トン。 
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出典：気象庁HP, IPCC第5次評
価報告書 第1作業部会報告

書 政策決定者向け要約 気
象庁訳（2014年3月6日版）よ
り 
※報告書ではギガトン（１Gt
＝10億トン）の単位で書かれ
ています。 
 
 イラスト：CASA作成 



低炭素化社会を目指して 
• Ｇ７／Ｇ８、Ｇ２０、ＭＥＦ（エネルギーと気候に関する
主要経済国フォーラム）等の場においても 

  Ｇ７ ブリュッセル・サミット 首脳宣言（2014.06.06.） 
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5次評価報
告書において示されたように，気候変動に対処するため
に，緊急かつ具体的な行動が必要である。したがって，
我々は，産業化以前の水準と比べて世界全体の気温の
上昇を摂氏2度より下に効果的にとどめるために自らの
役割を果たすとの観点から，低炭素経済に引き続き深く
関与する。我々は，野心的で包摂的，かつ，変化する世
界の状況を反映した，全ての締約国に適用される新たな
議定書，他の法的文書又は憲章の下で法的効力を有す
る合意成果といった世界的な合意を2015年に採択すると
いう，我々の強い決意を確認する。（パラ１０） 
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出典：外務省HP, 2014 G7ブリュッセル・サミット首脳宣言（仮訳）より 



ご静聴ありがとうございました 

 
お問合せ・ご連絡先 

 

地球環境と大気汚染を考える全国市民会議 

ＣＡＳＡ 

ＴＥＬ：06-6910-6301 ＦＡＸ：06-6910-6302 

E-mail：office@casa.bnet.jp  
URL：http://www.bnet.jp/casa/ 
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